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○  第２４期 注 記 表 
 

Ⅰ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 

 

１．資産の評価基準及び評価方法 

（１）有価証券（株式形態の外部出資を含む） 

 ① 満期保有目的の債券：定額法による償却原価法 

 ② その他有価証券 

時価のあるもの・・・・・時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定） 

市場価格のない株式等・・移動平均法による原価法 

（２）棚卸資産 

  購買品（Ａコープ除く）・・・総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの

方法） 

  購買品（Ａコープ）・・・・・売価還元法による原価法（収益性の低下による簿価切下げ

の方法） 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産 

定率法を採用しています。ただし、平成 10年 4月 1日以降に取得した建物（建物附属設

備を除く）並びに平成 28年 4月 1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、

定額法を採用しています。また箕島支所・ありだ共選の機械装置、○御共選・ＡＱ中央選果

場・ＡＱ総合選果場・ＡＱ○南選果場・Ａコープかなや店・育苗センターの建物附属設備・

構築物・機械装置（○御共選除く）・車両運搬具及び器具備品についても、定額法を採用し

ています。 

（２）無形固定資産 

定額法を採用しています。 

   

３．引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金 

貸倒引当金は、あらかじめ定めている「資産査定要領」及び「貸倒償却及び貸倒引当金

の計上要領」に則り、次のとおり計上しています。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」とい

う。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に

係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込

額を控除し、その残額を計上しています。 

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認めら

れる債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から担保の処

分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額のうち、債

務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。 

上記以外の債権については、主として今後 1年間の予想損失額又は今後 3年間の予想損
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失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は 3年間の貸倒実績を基礎とした

貸倒実績率等の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込

み等必要な修正を加えて算定しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、資産査定部署が資産査定を実施し、

当該部署から独立した査定監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づい

て上記の引当を行っています。 

（２）賞与引当金 

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担分を計上

しています。 

（３）退職給付引当金 

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上しています。なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係

る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。 

（４）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上し

ています。 

（５）特例業務負担引当金 

   農林漁業団体職員共済組合に対する特例業務負担金の費用に充てるため、当期末におけ

る将来負担見込額を計上しています。 

   

４．収益及び費用の計上基準 

  当組合の利用者等との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内

容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりです。 

 

 ①購買事業 

  農業生産に必要な資材と生活に必要な物資を共同購入し、組合員等に供給する事業であり、

当ＪＡは組合員等との契約に基づき、購買品を引き渡す義務を負っております。この組合員

等に対する履行義務は、購買品の引き渡し時点で充足することから、当該時点で収益を認識

しております。 

 

 ②販売事業 

  組合員等が生産した農畜産物を当ＪＡが集荷して共同で業者等に販売する事業であり、当

ＪＡは組合員等との契約に基づき業者等に販売品を引き渡す義務を負っております。この組

合員等に対する履行義務は、販売品の引き渡し時点で充足することから、当該時点で収益を

認識しております。 

 

 ③ファーマーズ事業 

  委託販売においては、組合員等が生産した農畜産物を当ＪＡが消費者等に販売する事業で

あり、当ＪＡは組合員等との契約に基づき、消費者等に販売品を引き渡す義務を負っており

ます。また買取販売においては、当ＪＡが仕入れた販売品を消費者等に販売する事業であり、

当ＪＡは消費者等との契約に基づき販売品を引き渡す義務を負っております。いずれの履行

義務も、販売品の引き渡し時点で充足することから、当該時点で収益を認識しております。 
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 ④利用事業 

  共同選果場等の施設を設置して共同で利用する事業であり、当ＪＡは利用者等との契約に

基づき、役務提供する義務を負っております。この利用者等に対する履行義務は、各種施設

の利用が完了した時点で充足することから、当該時点で収益を認識しております。 

 

５．消費税及び地方消費税の会計処理の方法 

  消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。 

  ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は雑資産に計上し、５年間で均等償却を行っ

ています。 

 

６．計算書類等に記載した金額の端数処理の方法 

  記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、金額千円未満の勘定科目については

「０」で表示をしています。 

 

７．その他計算書類等の作成のための基本となる重要な事項 

（１）事業別収益・事業別費用の内部取引の処理方法について 

当ＪＡは、事業別の収益及び費用について、事業間取引の相殺表示を行っておりません。

よって事業別の収益及び費用については、事業間の内部取引も含めて表示しております。 

ただし、損益計算書の事業収益、事業費用については、農業協同組合法施行規則に従い、

各事業間の内部損益を除去した額を記載しております。 

 

８．会計上の見積りに関する注記 

（１）繰延税金資産の回収可能性 

①当期の計算書類等に計上した金額   288,844千円（繰延税金負債との相殺後の額） 

②会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

繰延税金資産の計上は、翌期以降において将来減算一時差異を利用可能な課税所得の

見積り額を限度として行っています。 

翌期以降の課税所得の見積りについては、将来の見通しを加味した利益計画に基づき、

当ＪＡが将来獲得可能な課税所得の時期及び金額を合理的に見積もっております。 

しかし、これらの見積りは将来の不確実な経営環境及びＪＡの経営状況の影響を受け

ます。よって、実際に課税所得が生じた時期及び金額が見積りと異なった場合には、翌

期以降の計算書類等において認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性

があります。 

また、将来の税制改正により、法定実効税率が変更された場合には、翌期以降の計算

書類等において認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。 

 

（２）固定資産の減損 

①当期の計算書類等に計上した金額    6,921千円（減損損失） 

②会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

資産グループに減損の兆候が存在する場合には、当該資産グループの割引前将来キャ

ッシュ・フローと帳簿価額を比較することにより、当該資産グループについての減損の
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要否の判定を実施しております。 

減損の要否に係る判定単位であるキャッシュ・フロー生成単位については、他の資産

または資産グループのキャッシュ・インフローから概ね独立したキャッシュ・インフロ

ーを生成させるものとして識別される資産グループの最小単位としております。 

固定資産の減損の認識・測定において、将来キャッシュ・フローについては、当初 5

年間は将来の見通しを加味した利益計画に基づき算出しており、6 年目以降の将来キャ

ッシュ・フローや割引率等については、一定の仮定を設定して算出しております。 

これらの仮定は将来の不確実な経営環境及びＪＡの経営状況の影響を受け、翌期以降

の計算書類等に重要な影響を与える可能性があります。  
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Ⅱ 貸借対照表に関する注記 

 

１．資産に係る圧縮記帳額を直接控除した額 

国庫補助金等の受入れにより、有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は

3,708,831千円であり、その内訳は次のとおりです。 

建物：649,493千円、構築物：28,694千円、機械及び装置：2,917,264千円、 

器具備品：111,298千円、土地：2,050千円 

 

２．担保に供している資産 

定期預金 3,000,000千円を為替決済の担保に供しています。 

 

３．債権のうち農業協同組合法施行規則第 204 条第 1 項第 1 号ホ(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げ

るものの額及びその合計額 

債権のうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債権額は 68,824千円、危険債権額は

48,918千円です。 

なお、破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手

続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ず

る債権です。 

また、危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないものの、財政状態及び経

営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い

債権(破産更生債権及びこれらに準ずる債権を除く。)です。 

債権のうち、三月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額はありません。 

なお、三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延

している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権及び危険債権に該当しないもので

す。 

また、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利

の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを

行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権及び三月以上延滞債権に該

当しないものです。 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債

権額の合計額は 117,742千円です。 

なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。 

 

４．土地再評価の方法等 

「土地の再評価に関する法律」（平成 10年 3月 31日公布法律第 34号）及び「土地の再評

価に関する法律の一部を改正する法律」（平成 11年 3月 31日公布法律第 24号）に基づき、

事業用の土地の再評価を行い、再評価差額については、当該再評価差額に係る税金相当額を

「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評

価差額金」として純資産の部に計上しています。 

 

再評価を行った年月日     平成 12年 3月 31日 
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再評価を行った土地の当期末における時価の合計額が再評価後の帳簿価額の合計額を下回る

金額             1,963,481千円 

 

同法律第 3条 3項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成 10年 3月 31日公布政令第 119号）第 2条第 3号

に定める当該事業用土地について、地方税法第 341条第 10号の土地課税台帳又は同条第 11

号の土地補充課税台帳に登録されている価格（固定資産税評価額）に合理的な調整を行って

算出しました。 
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Ⅲ 損益計算書に関する注記 

 

１． 減損会計に関する事項 

 

（１）グルーピングの方法と共用資産の概要 

  当ＪＡでは、管理会計を行う単位を基礎としてグルーピングを実施した結果、営業店舗に

ついては支所、Ａコープ、給油所ごとに、また、業務外固定資産（遊休資産と賃貸固定資産）

については、各固定資産をグルーピングの最小単位としています。 

  本所、営農センターおよび選果場等については、独立したキャッシュ・フローを生み出さ

ないものの、他の資産グループのキャッシュ・フローの生成に寄与していることから、共用

資産と認識しています。 

 

（２）減損損失を計上した資産または資産グループに関する事項 

 ① 当該資産または資産グループの概要 

  当期に減損損失を計上した固定資産は、以下の通りです。 

場 所 用 途 種 類 その他 

吉備給油所 営業用店舗 器具備品  

金屋給油所 営業用店舗 器具備品  

Ａコープかなや店 営業用店舗 器具備品  

吉備支所旧田殿店 遊休資産 土地 業務外固定資産 

吉備支所旧御霊店 遊休資産 土地 業務外固定資産 

箕島支所旧初島店 遊休資産 土地 業務外固定資産 

箕島支所旧港町取次所 遊休資産 土地 業務外固定資産 

湯浅支所旧田栖川店 遊休資産 土地 業務外固定資産 

広川支所旧広店 遊休資産 土地 業務外固定資産 

金屋支所旧生石店 遊休資産 土地 業務外固定資産 

金屋支所旧石垣店 遊休資産 土地 業務外固定資産 

金屋支所旧東部店 遊休資産 土地 業務外固定資産 

清水支所旧粟生店 遊休資産 土地 業務外固定資産 

広川町下津木 遊休資産 土地 業務外固定資産 

 

② 減損損失を認識するに至った経緯 

場 所 減損損失を認識するに至った経緯 

吉備給油所 
営業損益が 2 期連続赤字であり、回収可能価額が帳簿価額に

達しないため。 
金屋給油所 

Ａコープかなや店 

吉備支所旧田殿店 

施設の大部分が現在遊休状態にあり回収可能価額が帳簿価額

に達しないため。 

吉備支所旧御霊店 

箕島支所旧初島店 

箕島支所旧港町取次所 

湯浅支所旧田栖川店 

広川支所旧広店 

金屋支所旧生石店 

金屋支所旧石垣店 

金屋支所旧東部店 

清水支所旧粟生店 

広川町下津木 現在遊休状態にあり回収可能価額が帳簿価額に達しないため。 
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③ 減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの当該金額の内訳 

場 所 減損損失の金額 種類ごとの内訳 

吉備給油所 288千円  （器具備品）    288千円 

金屋給油所 310千円  （器具備品）    310千円 

Ａコープかなや店 349千円  （器具備品）    349千円 

吉備支所旧田殿店 1,345千円  （土地）         1,345千円 

吉備支所旧御霊店 365千円  （土地）      365千円 

箕島支所旧初島店 1,256千円  （土地）      1,256千円 

箕島支所旧港町取次所 355千円  （土地）       355千円 

湯浅支所旧田栖川店 1,530千円  （土地）      1,530千円 

広川支所旧広店 224千円  （土地）       224千円 

金屋支所旧生石店 346千円  （土地）       346千円 

金屋支所旧石垣店 195千円  （土地）       195千円 

金屋支所旧東部店 131千円  （土地）        131千円 

清水支所旧粟生店 215千円  （土地）        215千円 

広川町下津木 6千円  （土地）              6千円 

 

④ 回収可能価額の算定方法 

（回収可能価額が正味売却価額である資産グループ） 

場 所 時価の算出方法 

吉備給油所 

（土地）      

固定資産税評価額を基に算定した額 

 

（器具備品） 

他への転用や売却が困難なためゼロとし

て評価 

金屋給油所 

Ａコープかなや店 

吉備支所旧田殿店 

吉備支所旧御霊店 

箕島支所旧初島店 

箕島支所旧港町取次所 

湯浅支所旧田栖川店 

広川支所旧広店 

金屋支所旧生石店 

金屋支所旧石垣店 

金屋支所旧東部店 

清水支所旧粟生店 

広川町下津木 

なお、回収可能価額は上記の金額に撤去費用見込額等を考慮して算出しています。 
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Ⅳ 金融商品に関する注記 

 

１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 

当ＪＡは組合員や地域から預かった貯金を原資に、組合員や地域の団体などへ貸出し、残

った余裕金は基本的に和歌山県信用農業協同組合連合会へ預けているほか、国債や地方債な

ど債券等の有価証券による運用を行っています。 

 

（２）金融商品の内容及びそのリスク 

当ＪＡが保有する金融資産は、主として当ＪＡ管内の組合員等に対する貸出金及び有価証

券であり、貸出金には、貸出先等の財務状況の悪化等によりもたらされる信用リスクがあり

ます。 

また、有価証券は、主に債券であり、満期保有目的及び純投資目的（その他有価証券）で

保有しています。これらには発行体の信用リスク、金利及び市場価格の変動リスクがありま

す。 

 

（３）金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク管理 

信用リスクとは、信用供与先の財務状況等の悪化等により、資産（オフ・バランスを含

む。）の価値が減少ないし消失し、金融機関が損失を被るリスクのことです。 

当ＪＡは、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を決定して

います。また、通常の貸出取引については、本所に融資審査担当者を設置し、各支所と連

携を図りながら与信審査を行っています。一方、資産及び財務の健全化を図るため、不良

債権の管理・回収を徹底するとともに、資産の自己査定の厳正な実施と、その結果に基づ

く適正な償却・引当に努めています。 

② 市場リスク管理 

市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、

資産・負債（オフ・バランスを含む。）の価値が変動し、損失を被るリスク、資産・負債か

ら生み出される収益が変動し損失を被るリスクのことで、主に金利リスク、価格変動リス

クなどをいいます。 

金利リスクとは、金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利又は期間のミ

スマッチが存在している中で金利が変動することにより、利益が低下ないし損失を被るリ

スクをいいます。また、価格変動リスクとは、有価証券等の価格の変動に伴って資産価格

が減少するリスクのことです。 

当ＪＡでは、有価証券運用に係るこれらのリスクに対応し、収益と財務の安定化を図る

ため、余裕金運用規程の制定や理事会における運用方針の決定などを通じ余裕金運用の適

正化に努めるとともに、ＡＬＭ委員会の設置・運営などを通じ、資産と負債の総合管理を

基本に、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に努めています。 

③ 市場リスクに係る定量的情報 

当ＪＡで保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品です。 

当ＪＡにおいて、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主な金融商品は、

「預金」、「貸出金」、「有価証券」のうちその他有価証券に分類している債券、「貯金」です。 
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当ＪＡでは、これらの金融資産及び金融負債について、期末後 1 年程度の金利の合理的

な予想変動幅を用いた経済価値の変動額を、金利変動リスクの管理にあたっての定量的分

析に利用しています。 

金利以外の全てのリスク変数が一定であると仮定し、当期末現在、指標となる金利が

0.01％上昇したものと想定した場合には、経済価値が 5,615 千円減少するものと把握して

います。 

当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他の

リスク変数の相関を考慮していません。 

また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響

が生じる可能性があります。 

④ 資金調達にかかる流動性リスク管理 

流動性リスクとは、運用と調達のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金

確保が困難になる、又は通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることに

より損失を被るリスク（資金繰りリスク）及び市場の混乱等により市場において取引がで

きないため、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被

るリスク（市場流動性リスク）のことです。 

当ＪＡでは、これらのリスクに対応するため、運用・調達に係る月次の資金計画の策定

や余裕金運用方針の策定等を通じ、流動性の確保に努めています。 

 

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほか、市場価

格がない場合には合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。

当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によっ

た場合、当該価額が異なることもあります。 
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２ 金融商品の時価等に関する事項 

（１）金融商品の貸借対照表計上額及び時価等 

当期末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。 

なお、市場価格のない株式は、次表には含めておりません。 

                         （単位：千円）     

科 目 
貸借対照表  
計上額 時 価 差 額 

預金 203,252,218 203,217,851  ▲34,367 

有価証券 6,707,938 6,716,550 8,611 

 満期保有目的の債券 1,699,978 1,708,590 8,611 

 その他有価証券 5,007,960 5,007,960 － 

貸出金 16,461,012 － － 

貸倒引当金(※1) ▲37,888 － － 

貸倒引当金控除後 16,423,123 16,540,871 117,748 

資産計 226,383,281 226,475,273 91,992 

貯金 232,004,406 231,987,948 ▲16,457 

負債計 232,004,406 231,987,948 ▲16,457 
 

(※1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金です。 

 

（２）金融商品の時価の算定に用いた評価技法 

【資産】 

① 預金 

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっています。満期のある預金については、期間に基づく区分ごとに、リスクフリーレー

トである翌日物金利スワップ（Overnight Index Swap(以下、「ＯＩＳ」という)）のレート

で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。 

 

② 有価証券 

国債については、活発な市場における無調整の相場価格を利用しています。地方債につ

いては、公表された相場価格を用いています。 

相場価格が入手できない場合には、取引金融機関等から提示された価格によっています。 

 

③ 貸出金 

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信

用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該

帳簿価額によっています。 

一方、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合

計額をリスクフリーレートであるＯＩＳのレートで割り引いた額から貸倒引当金を控除し

て時価に代わる金額として算定しています。 

また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について帳簿価額から貸倒

引当金を控除した額を時価に代わる金額としています。 

 

【負債】 

① 貯金 

要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなして

います。また、定期性貯金については、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フ

ローをリスクフリーレートであるＯＩＳのレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金

額として算定しています。 
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（３）市場価格のない株式等は次のとおりであり、これらは(１)の金融商品の時価情報には含

まれていません。  

（単位：千円） 

 

 

 

 

（４）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

（単位：千円） 

科 目 1年以内 
1年超 

2年以内 

2年超 

3年以内 

3年超 

4年以内 

4年超 

5年以内 
5年超 

預金 203,252,218 － － － － － 

有価証券 1,200,000 500,000 － － － 5,400,000 

満期保有目的の債券 1,200,000 500,000 － － － － 

その他有価証券のう

ち満期があるもの 
－ － － － － 5,400,000 

貸出金(※1,2) 2,580,117 1,190,035 1,067,165 864,790 778,992 9,944,659 

合計 207,032,335 1,690,035 1,067,165 864,790 778,992 15,344,659 

（※1）貸出金のうち、当座貸越 1,108,899千円については「1年以内」に含めています。 

（※2）貸出金のうち、3ヶ月以上延滞債権・期限の利益を喪失した債権等 35,251千円は償還の

予定が見込まれないため、含めていません。 

 

（５）有利子負債の決算日後の返済予定額 

  （単位：千円） 

科 目 1年以内 
1年超 

2年以内 

2年超 

3年以内 

3年超 

4年以内 

4年超 

5年以内 
5年超 

貯金(※1) 225,177,447 3,477,009 2,283,107 446,522 578,815 41,503 

（※1）貯金のうち、要求払貯金については「1年以内」に含めています。 

 

科 目 貸借対照表計上額 

外部出資 8,891,029 
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Ⅴ 有価証券に関する注記 

 

１．有価証券の時価及び評価差額 

（１）有価証券の時価及び評価差額に関する事項は次のとおりです。 

 

① 満期保有目的の債券 

満期保有目的の債券において、種類ごとの貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額に

ついては、次のとおりです。 

                                                                  （単位：千円）  

種  類 
貸借対照表 
計上額 

時 価 差 額 

時価が貸借対照表計

上額を超えるもの 
地方債 1,699,978 1,708,590 8,611 

合計  1,699,978 1,708,590 8,611 

 

② その他有価証券 

その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、貸借対照表計上額及びこ

れらの差額については、次のとおりです。 

                                                                  （単位：千円）  

種  類 
貸借対照表 
計上額 

取得原価又は 

償却原価 
評価差額 

貸借対照表計上額が

取得原価又は償却原

価を超えるもの 

国債 1,248,240 1,216,735 31,504 

貸借対照表計上額が

取得原価又は償却原

価を超えないもの 

国債 3,759,720 4,191,623 ▲431,903 

合計  5,007,960 5,408,359 ▲400,399 

  （※）なお、上記評価差額▲400,399千円が、「その他有価証券評価差額金」に計上されていま

す。 
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Ⅵ 退職給付に関する注記 

 

１．退職給付に関する事項 

 

（１）採用している退職給付制度 

   職員の退職給付にあてるため、職員退職給与規程・店舗職員退職給与規程に基づき、退

職一時金制度を採用しています。また、この制度に加え、同規程に基づき退職給付の一部

にあてるため、全国農林漁業団体共済会との契約によるＪＡ退職金共済制度を採用してい

ます。 

なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。 

 

（２）退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 

期首における退職給付引当金          538,156千円 

退職給付費用                   57,740千円 

退職給付の支払額             ▲36,081千円 

期末における退職給付引当金         559,816千円 

 

（３）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整

表 

    退職給付債務               1,943,455千円 

    特定退職共済制度            ▲1,383,638千円 

    未積立退職給付債務             559,816千円 

    退職給付引当金               559,816千円 

 

（４）退職給付に関連する損益 

    勤務費用（退職給付引当金繰入額）        57,740千円 

    退職給付費用                 57,740千円 

 

２．特例業務負担金の拠出額及び将来見込額 

人件費（うち福利厚生費）には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の

統合を図るための農林漁業団体共済組合法等を廃止する等の法律附則第 57条に基づき、旧農

林共済組合（存続組合）が行う特例年金等の業務に要する費用に充てるため拠出した特例業

務負担金 22,687千円を含めて計上していますが、損益計算書上は特例業務負担引当金戻入額

21,801千円と相殺して表示しています。 

なお、当該組合が、翌事業年度以降において負担すると見込まれる特例業務負担金の金額

は 205,595千円です。 
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Ⅶ 税効果会計に関する注記 

 

（１）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳等 

繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳 

     繰延税金資産 

       退職給付引当金      152,438千円 

       特例業務負担引当金      55,983千円 

       賞与引当金       26,598千円 

       土地減損損失否認額      46,172千円 

       建物減損損失否認額      88,684千円 

       資産除去債務否認額         82,376千円 

       役員退職慰労引当金     10,449千円 

       返金負債（購買奨励）    12,426千円 

       その他有価証券評価差額金   109,028千円 

       その他      72,785千円 

    （繰延税金資産小計）        656,943千円 

       評価性引当額              ▲344,502千円 

       繰延税金資産合計（Ａ）       312,441千円 

      

繰延税金負債 

       資産除去債務（固定資産）     23,596千円 

       繰延税金負債合計（Ｂ）         23,596千円 

      

繰延税金資産の純額（Ａ）－（Ｂ）     288,844千円 

 

（２）法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因 

     法定実効税率           27.23 ％ 

      （調整） 

       交際費等永久に損金に算入されない項目     0.40 ％ 

       受取配当金等永久に益金に算入されない項目   ▲3.50 ％ 

       住民税均等割等       0.89 ％ 

       評価性引当額の増減      ▲3.75 ％ 

    租税特別措置法上の特別控除     ▲1.38 ％ 

       その他      ▲0.39 ％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率    19.50 ％ 

 

Ⅷ 収益認識に関する注記 

「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「４．収益及び費用の計上基準」に同一の内

容を記載しているため、注記を省略しております。 


